
 

一 般 質 問 通 告 表 

令和２年第１回姶良市議会定例会（３月 18日） 

 

氏   名 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手 

11．上村 親 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．高等教育機関設

置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長が初当選後の第１の政策は、教育

と人材育成であった。そのなかで、姶良

市の人口増、子育て世代の増、高校生の

県外流失防止、交通の利便性等を踏まえ、

県内に１校もない公立大学法人短期大学

の設立を掲げられた。 

昨年度は、１５歳から２４歳までの人

口が極端に減少する現状を食い止めるた

めにも市役所の組織を改編し、調査・視

察に係る予算を計上し「公立大学法人の

大学若しくは短期大学」の設置を目標と

された。 

本年度は、昨年、組織改編で「高等教

育機関企画課」を設置し、先見事例など

多くの調査・研究を行い、多くの可能性

を排除せず、短期大学に限らず４年制大

学やサテライトキャンパスの誘致につい

ても研究しているとの施政方針である。 

そのことについて、以下を問う。 

（１）初当選後の施政方針では公立短期

大学の設置とされていたが、本年度に

おいては、４年制大学も研究している

とのことである。調査・研究の結果で

このような考えになったのか。 

（２）平成３０年度の施政方針では、新

しく創設するのであって誘致ではない

という事であった。今回、サテライト

キャンパスの誘致に至った経緯を問

う。 

（３）公立短期大学設立が地域にもたら

す経済波及効果測定調査ついては、調

査内容等の費用対効果は十分に理解す

るが、建設場所についての同僚議員の

質問に、まだ決まっていないという答

弁であった。しかし、立地条件として、

市 長 

教育長 



 

 

氏   名 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手 

姶良市内のＪＲ駅（加治木、錦江、帖

佐、姶良、重富）から徒歩圏への立地

を想定しているが、その後、変更があ

ったのか。 

（４）推計パターン別教職員の人件費 

単価（年間）が示されているが、推定

金額はいくらになるのか。 

（５）教育・研究活動及び管理費は２億

１２０万５千円、設備・備品及び図書

購入費で２，０６７万３千円と想定さ

れている。土地、建設費を含め総額に

ついて試算されているのか。 

（６）敷地面積は、運動場・校舎など含

めて広大な土地を必要とするが、試算

はしているか。 

（７）文部科学省高等教育局大学設置室

が、大学の設置等に係る書類作成を 

１４項目示しているが、今年度予算で

何項目調査・研究するのか。 

（８）高等教育機関設置については、種

まき中で時間はかかるが、確実に進め

ていくという事だが、おおよそ何年の

時間を要するのか。 

（９）この件については、市民の関心も

期待も大きい。そのようななかで、 

職員の方々も設置に向け鋭意努力され

ていると思うが、市民全体でプロジェ

クトチームを立ち上げ取り組む考えは

ないか。 

（１０）市長は、市民に対し設置に向け

ての状況報告をしなければならないと

思うが、どのように考えているか。 

 

13．新福 愛子 

 

 

 

 

１．市民サービスの

向上をめざす、新庁

舎建設と職員の配

置について 

 

 令和２年度は、本庁舎の実施設計、 

本庁機能の引越し、解体工事、土地購入、

加治木・蒲生両庁舎の基本設計などが予

定されており、まさに「複合新庁舎」が

形となって表れる年である。市民サービ

市 長 

教育長 

 

 

 



 

 

氏   名 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．緊急通報システ

ムＮｅｔ（ネット）

１１９の導入につ

いて 

 

 

 

 

 

スの向上をめざす新庁舎建設と職員の配

置のために以下を問う。 

（１）窓口での各種手続きが円滑に行わ

れ、市民が利用しやすい窓口サービス

をどのように考えるか。 

（２）「子ども相談支援センター“あいぴ

あ”」、「基幹相談支援センター“あい

か”」の他、配偶者暴力相談支援センタ

ーを包括する女性相談、消費生活に関

する市民相談等、市民に寄り添う相談

室の拡充が喜ばれている。霧島市は今

年度、児童・高齢・障害・生活困窮な

ど、部門ごとに異なっていた相談窓口

を組織改正により（仮称）こども・く

らし相談センターを設置する。本市で

も組織・機構の見直しの観点から、部

課の再編等も考慮し、各種相談窓口を

一本化し、ワンストップサービスを進

める庁舎建設を検討できないか。 

（３）行革で職員数が減少するなか、国

県からの権限移譲で業務量が増加する

という厳しい行政運営が危惧され続け

ている。働き方改革を推進するために

は、職員の適材適所の配置が求められ

る。市民サービスの向上には、再任用

職員の活躍を期待する声がある。様々

な経験と力を有する再任用職員を今後

どう活かしていくべきかを問う。 

 

緊急通報システムＮｅｔ（ネット） 

１１９とは、会話が不自由な聴覚・言語

機能障がい者の方がスマートフォン等の

携帯端末を利用し、消防本部へ音声によ

らない通報を行えるシステムである。消

防本部が消防隊や救急隊をどこに出動さ

せるべきかを判断するために必要な「救

急」「火事」の別と、通報者の位置情報を

入力すれば、即座に消防本部に通報がつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

氏   名 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手 

 

 

 

 

 

３．市制施行１０周

年記念「男女共同参

画シンポジウム」の

開催について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ながり、その後にテキストチャットで詳

細を確認する仕組みとなっている。聴覚

や言語障がい者の命を守るため、本市で

の導入を問う。 

 

 南九州市では、平成３０年に「市制施

行１０周年記念男女共同参画シンポジウ

ム」が開催された。女性活躍推進や働き

方改革を進めるためにも、男女共同参画

社会の実現が求められる。１０周年記念

事業の一提案として、以下を問う。 

（１）市制施行１０周年を記念し、本市

でも「男女共同参画シンポジウム」を

開催できないか。 

（２）本年７月からスーパーやコンビニ

で使うレジ袋が有料化される。シンポ

ジウムのオープニングにおいて「私の

エコバッグ（マイバッグ）ショー」を

行い、１０周年の本年が本市の環境を

守る未来へのスタートとして、市民の

記憶に残る年にする考えはないか。 

 

 

 

 

 

 

市 長 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

14．谷口 義文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．土地活用につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩崎産業（株）が東餅田に所有してい

る広大な姶良養殖場は、現在、事業を中

止し、今後の事業再開、計画も未定であ

ると聞く。 

この土地に関しては、交通アクセスが

少々難ではあるが平地であり、今後の本

市の発展を考えると様々な用途に活用で

き、検討してみる価値はあると思う。 

そこで以下について問う。 

（１）土地の面積は。 

（２）今までこの土地について当該企業

とは何らかの話し合い、協議がなされ

た経緯はあったのか。 

（３）今後の活用（事業再開も含め）の

有無、また他企業誘致も含めての働き

かけを提案してみてはどうか。 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

氏   名 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．跡地利用につい

て 

 

 

 

 

 

３．行政連絡員制度

について 

 

 

 

 

 

 

 

（４）協議の中で、売却する考えがある

のであれば、本市が取得することを検

討するのも選択肢の一つと考えるがど

うか。まずは協議を優先していただき

たい。 

 

同じく東餅田にある廃止されたＪＡ教

育センターの現状を説明せよ。 

建物他、（広場）運動場も活用できるの

ではないか。例えば当面のグラウンドゴ

ルフ場としての整備も含めて検討する考

えはないか。 

  

 令和２年度より改正された地方公務員

法の施行により、制度及び行政事務委託

が変更になる。そもそもこの制度につい

ては、自治会員の殆んどが周知、理解さ

れていないのが実情である。 

 そこで行政事務委託の新旧の変更につ

いて以下を問う。 

（１）行政連絡員制度を説明せよ。 

（２）この制度が変更に至った背景及び

従来との大きな違いを説明せよ。 

（３）特別職非常勤職員（公務員）とし

ての身分ではなくなる大きな違いとは

何か。例えば、選挙に関してはどうな

のか。 

（４）委託料の振込先は、個人若しくは

指定された自治会等の口座とあるが、

結局はここで言う個人は新委託先でみ

ると従来通りの自治会長（旧行政連絡

員）となるが、解釈を説明せよ。 

（５）個人への振込については、自治会

により異なっているが、文書配付及び

回覧は自治会組織で行われているにも

関わらず、個人への振込はおかしいと

の指摘がある。不公平だとの不平・不

満の声を多く聞く。自治会員への周知

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

市 長 

選挙管理委

員会委員長 



 

 

氏   名 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手 

と理解を得る上では自治会内で十分、

協議、説明が必要である。 

 以上のことから、行政事務説明会に

おいては該当者にはしっかり説明責

任を果たすようお願いして頂きたい。 

（６）自治会の再編をどう考えるか。 

 

 

15．松元 卓也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．施政方針につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施政方針で市政運営の基本的な考え方

や主要施策の概要等で、市制施行１０周

年を迎え「姶良市の未来を支える子ども

たちの記憶に残る１年にしたい」ことや

「すべてを姶良市のために。姶良市民の

ために」と市長のモットーを述べた。そ

こで以下について問う。 

（１）「姶良市が持つ大きな可能性を伸ば

していこうという目標」とは具体的に

何を示しているのか。 

（２）「市民の皆様のアイデアや活力を結

集する手段」は、どのようなことを考

えているか。 

（３）市制施行１０周年記念式典や落語

が決まっているが、その他のイベント

の展開はどのように考えているか。 

（４）「全天候型こども館の設置」は、 

１０年後、２０年後も市民が望む施設

で進められているか。 

（５）「大型グランドゴルフ場の設置」は、

当初予算が少ない。今後、具体的にど

のように進めるのか。また、場所の候

補地は市保有地を検討しているがどこ

を指すのか。また他は検討できないの

か。 

（６）「高等教育機関の設置」は、組織改

編で「高等教育機関企画課」を設置し

たが、１０年後、３０年後も継続でき

るニーズにあったものを研究している

か。 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

氏   名 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手 

 

 

 

 

 

２．国道１０号の通

勤・通学について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．横断歩道の設置

について 

 

 

 

 

（７）待機児童対策の一助として、民間

による保育所新設の計画は何件あり、

何名の待機児童の受け皿になると考え

ているか。 

 

錦江湾の海岸部を通過する国道１０号

は、鹿児島市とベットタウンである本市

や霧島市を結ぶ唯一の幹線道路である。

特に通勤・通学の自動車利用が約７割に

も及ぶため慢性的な渋滞が発生してい

る。そこで以下について問う。 

（１）現在、白浜拡幅や鹿児島北バイパ

スの整備が進んでいるが、本市は国や

県などから進捗状況をどのように確認

しているのか。また、本市は国道１０

号の整備事業において要望している重

点項目はどのようなものか。 

（２）鹿児島市の磯地区に新しいＪＲの

駅をつくろうという計画があるが、本

市として、さらなる渋滞が懸念される

がどのように考えるか。 

県道十三谷・重富線と市道原方・大緑

線を結ぶ交差点は、交通量が多く朝夕の

子供たちの横断も危険であり、横断歩道

設置の強い要望がある。設置はできない

か問う。 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

16．小山田 邦弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．市民参画につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 市民参画の現状と課題について 

市民生活に直接関係する条例や各種

計画を制定・策定する際に、公募や 

選任で集まった市民が委員となる会議

を開き、必要であれば、学識経験者な

どの専門家を交えて議論を進め、一定

の見解を提言として市長に提出し、そ

の提言を市が条例や計画に反映させる

という手続きが本市でも多くみられ

る。 

〇〇在り方検討委員会などによるこ

市 長 

教育長 



 

 

氏   名 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うした市民参画が各自治体で盛んにな

ってきたにも関わらず、自治や行政へ

の無関心や、行政と市民との距離は 

一向に縮まっていないようにも思われ

る。 

本市における市民参画の現状と課題

をどのように捉えているか。 

（２）市民参画を求めるルールについて 

市民の参画と協働によるまちづくり

を進めるというのは、今やどこの市で

も掲げる常套句のようになっている。

しかし、それによって開かれた会議は

どの会議でも同じメンバーであった

り、会議の中では活発な意見が交わさ

れることは少なく、むしろ執行部案の

承認の場に過ぎないと揶揄されること

もあるようである。 

このような状況を踏まえ、市民が市

政にどのように参画すべきなのかの理

念と一定のルールを示す市民参画条例

を制定しているところもある。 

本市においては、条例制定や施策・

計画策定において市民参画や協働を求

める時の規定やルールが存在するの

か。 

（３）今後の市民参画の仕組みについて 

透明性と正当性が担保された仕組み

で、自発的な市民参画を実現するのは

理想ではあるが、困難なことでもある。

このため、トライ＆エラーも含め、市

民参画の新たな取組に挑戦することは

今後の行政運営にとって大変意義のあ

ることだと考える。 

本市において今後取り組みたい市民

参画の新たな仕組み、取り組みはある

か。また、現在、調査・研究している

仕組み、取り組みがあれば示せ。 

 


